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議案第１４号

向日市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条

例の全部改正について

向日市教育委員会教育長の給与等に関する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２７年２月２４日提出

向日市長 久 嶋 務
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条例第 号

向日市教育委員会教育長の給与等に関する条例

向日市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

（昭和３１年条例第１０号）の全部を改正する。

（目的）

第１条 この条例は、向日市教育委員会教育長（以下「教育長」と

いう。）の給与及び旅費並びに勤務時間その他の勤務条件につい

て定めることを目的とする。

（給与の種類）

第２条 教育長の受ける給与は、給料、地域手当及び期末手当とす

る。

（給料の額）

第３条 教育長の給料の月額は、６５１，０００円とする。

（給料の支給方法）

第４条 給料は、毎月支給する。

２ 新たに任命された教育長には、その日から給料を支給する。

３ 教育長が任期満了、辞職、失職又は罷免によりその職でなくな

ったときは、その日まで給料を支給する。

４ 前２項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日か

ら支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外の

ときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日

の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

５ 教育長が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
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６ 前各項に定めるもののほか、給料の支給方法に関しては、向日

市職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第７号）の適用を受

ける職員（以下「一般職の職員」という。）の例による。

（地域手当等）

第５条 教育長の地域手当及び期末手当の額は、向日市長及び副市

長の給与に関する条例（昭和３９年条例第２０号）の規定に基づ

き地域手当及び期末手当を受ける職員の例により算出して得た額

とする。

２ 第２条に規定する手当の支給方法に関しては、一般職の職員の

例による。

（旅費）

第６条 教育長が公務のため旅行したときは、向日市旅費条例（昭

和２６年条例第３３号）の規定に基づき旅費を支給する。

（その他の勤務条件）

第７条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法

律第１６２号）及び第２条から前条までに定めるもののほか、教

育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例

による。

２ 前項の場合において、任命権者が行うこととされている勤務時

間の割振り、承認その他の行為は、向日市教育委員会が行うもの

とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（経過措置）
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２ この条例（第４条第２項を除く。）において、教育長には、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定により在職

する同項に規定する旧教育長（次項において「旧教育長」という。）

を含むものとする。

３ 旧教育長に対する第４条第３項の規定の適用については、同項

中「任期満了、辞職、失職又は罷免」とあるのは、「退職、失職

又は免職」とする。
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〈参 考〉

向日市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条

例

昭和３１年９月２８日

条 例 第 １ ０ 号

第１条 この条例は、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）

第１６条第２項の規定に基づき、向日市教育委員会の教育長（以

下「教育長」という。）の給与及び旅費並びに勤務時間等を定め

ることを目的とする。

第２条 給与は、給料、地域手当及び期末手当とする。

第３条 給料の額は、次のとおりとする。

月額 ６５１，０００円

第４条 地域手当の月額は、給料の月額に向日市職員の給与に関す

る条例（昭和２６年条例第７号）第９条の３第２項に定める割合

を乗じて得た額とする。

第５条 期末手当の額は、給料の月額、地域手当の月額及び給料の

月額に１００分の１５を乗じて得た額並びに給料の月額及びこれ

に対する地域手当の月額の合計額に１００分の１５を乗じて得た

額の合計額（以下「基礎額」という。）に、向日市長及び副市長

の給与に関する条例（昭和３９年条例第２０号）の適用を受ける

職員（以下「市長等」という。）の例により一定の割合を乗じて

得た額とする。

２ 期末手当の支給制限、支給の一時差止めその他の支給方法に関

しては、市長等の例による。
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第６条 給与の支給方法及び支給日は、向日市職員の給与に関する

条例の適用を受ける職員の例による。

第７条 教育長の旅費の額及び支給方法は、市長等の例による。

第８条 教育長の勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条

例（平成７年条例第１号）に定めるところによる。

附 則（抄）

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和３１年１月１日より適

用する。


